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中国から日本への意匠出願が増加傾向

出典：特許行政年次報告書2023年版25ページ
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＊中国で部分意匠出願が認められることになった
ことが影響していると思われる。



日本の部分意匠の出願は他国より要件が厳しい
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中国の部分意匠出願をそのまま日本へ出願すると
拒絶を受けやすい留意点

＊物品の名称

＊物品全体の図面

＊物品の説明

＊カラーの場合の優先権証明書

＊関連意匠出願制度



物品の名称
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願書の【物品の名称】には、意匠を受けない部分
（破線）も含む、全体の名称を記載する。

例：意匠を受ける部分（実線）がカメラのグリップ部
で、図面全体（実線＋破線）としてはカメラが描か
れている場合
→　【物品の名称】は「カメラ」
　　 「カメラのグリップ部」はNG

注）図面がグリップ部だけの六面図であれば、【物
品の名称】は「グリップ部」でOK。
すなわち、グリップ部の全体意匠。



物品全体の図面
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部分意匠であっても、物品全体の図面が必要。

例：意匠を受ける部分はグリップ部であるが、【物
品の名称】が「カメラ」の場合
→カメラ全体の六面図が必要。
　カメラのグリップに近い部分だけを破線で描いた
ものはNG
　グリップ部だけの六面図もNG

注）【物品の名称】を「グリップ部」にして、図面をグ
リップ部だけの六面図にするのはOK。
すなわち、グリップ部の全体意匠。



物品の説明
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願書の【物品の説明】に、他国よりも詳細な物品の
説明が要求される。

例：物品の名称が「電子機器用カバー」であるが、
カバーされる電子機器の種類が図面から想像でき
ない場合
→【物品の説明】に「電子機器としての無線タグ用
のカバーである」など、電子機器の種類を記載す
る。

（部分意匠に限られない）



カラーの場合の優先権証明書
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中国へカラー図面で意匠出願した場合に、カラー
の優先権証明書を中国専利局へ要求する。

カラーでの優先権証明書を要求しなかったので、
中国専利局からグレースケールの優先権証明書
が送付され、日本特許庁から「基礎出願と日本出
願との間で同一性がない」として優先権が否認され
たことがある。

（部分意匠に限られない）



関連意匠出願
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同一出願人の、同日の意匠出願の意匠が互いに
類似している場合
→いずれかを本意匠（＝通常の出願）、他方を関
連意匠出願としなければならない。

同一出願人の、異日の意匠出願の意匠が互いに
類似している場合
→先願を本意匠、後願を関連意匠出願としなけれ
ばならない。

「関連意匠の関連意匠」の活用 | RYUKA国際特許事務所

（部分意匠に限られない）

https://www.ryuka.com/jp/news/topics/design/26492/

